
- 1 - 

 

山武市公共施設等包括管理業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１.実施の目的 

山武市では、限られた人員・財源の中で、公共施設等の維持管理について品質の向上と業

務の効率化を図るため、施設ごとに個別発注してきた保守点検や修繕等の業務を集約し、建

物管理の専門的な知見を有する民間事業者に一括して委託する包括管理業務委託（以下「本

業務」という。）を導入することとしました。 

本業務の導入に当たっては、業務の適正かつ効率的な実施はもとより、民間のノウハウを 

活かした、より付加価値の高いサービスを提供できる事業者を選定することで、業務効果を 

最大限に高めることが可能と考えており、本プロポーザルは、価格以外の要素を含めた最も 

優れた提案を行った者を優先交渉権者として選定することを目的として実施するものです。 

 

２. 業務概要 

⑴ 件名 

山武市公共施設等包括管理業務委託 

⑵ 対象施設及び業務種別 

   51 施設：【資料１】「対象施設及び業務一覧」のとおり 

※ただし、長期継続契約中の業務は、現契約が満了するまで対象外とします。 

⑶ 対象業務の仕様及び対象施設の工事履歴 

【資料２】業務別仕様書（案）及び【資料３】工事履歴（R5～R7）のとおり 

※参加資格審査の結果により、参加資格を有する候補事業者へデータを送付します。 

⑷ 業務の内容 

山武市公共施設等包括管理業務仕様書（案）と候補事業者の提案内容に基づき、協

議・調整を行い、最終的な仕様書を確定するものとします。 

⑸ 業務期間 

 令和９年４月１日から令和 14 年３月 31 日まで（５年間） 

 ※債務負担行為に基づく複数年契約とします。 

 

３．参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、本業務を遂行する能力を有し、次の要件を全て満たす

事業者（個人での参加は不可）とします。 

⑴ 優先交渉権者を決定する日までに、山武市建設工事等請負業者指名停止措置要領及び

山武市建設工事等暴力団排除措置要綱の規定による指名停止措置または指名除外措置を

受けていない者。 

⑵ 山武市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等を構成員に

含まない者。 

⑶ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者ではないこと。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定のほか、次の事項に
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該当しない者。 

① 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又は優先交渉

権者を決定する前６か月以内に手形、小切手を不渡りにした者。 

② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの更生手続終結の決定がされていない者。 

③ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判

所からの再生手続終結の決定がされていない者。 

 ⑸ 優先交渉権者の決定までに山武市入札参加資格者名簿（委託：03建物管理・清掃  

10 建物施設管理業務）に登載されていること。 

⑹ 本業務と類似の事業履行実績（公共施設の指定管理や総合管理等の業務）を有するこ

と。 

⑺ 複数の事業者が共同（共同事業体）で応募する場合は、以下の要件を全て満たしてい

ること。 

① 複数の事業者が共同事業体を構成して応募する場合は、総括責任者が在籍する事業

者を代表事業者として定め、代表事業者が応募手続を行うこと。 

② 同時に複数の共同事業体の代表事業者又は構成事業者ではないこと。 

③ 単独で本プロポーザルに参加しようとする事業者は、共同事業体で応募する場合の

代表事業者又は構成事業者ではないこと。 

④ 企画提案書の提出期限後において、共同事業体の代表事業者及び構成事業者の変更

を行わないこと。 

⑤ 共同企業体の代表構成員については、上記⑴～⑹の要件を満たし、その他構成員に

ついては、上記⑴～⑸の要件を満たしていること。 

 

４．スケジュール 

№ 項目 期日等 

１ 公募開始（参加申込書受付開始） 令和８年７月２日（木） 

２ 質問書の提出期限（任意） 令和８年７月 24日（金）午後５時まで 

３ 質問書に対する回答 令和８年７月 29日（水）まで随時 

４ 参加申込書等の提出期限 令和８年７月 31日（金）午後５時まで 

５ 参加資格審査の結果通知 

参加申込書受付後、随時審査を実施のうえ、メ

ール及び郵便で結果を通知 

※参加資格を満たしている場合は【資料２】【資

料３】を併せて送付します（データのみ）。 

６ 企画提案書等の提出期限 令和８年８月 21日（金）午後５時まで 

７ プレゼンテーション 令和８年８月 27日（木）又は 28日（金） 

８ 審査結果通知、公表 令和８年９月上旬 

９ 優先交渉権者との協議 令和８年 10 月から開始予定 

10 業務開始 令和９年４月１日（木） 
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５．書類記入に当たっての留意事項 

各様式に関する事項等は、次のとおりです。 

 ① 使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第 51 号）に定める単位としてください。 

  ② 提出された書類は返却しません。 

  ③ 提出後の記載内容の追加、修正はできません。 

  ④ １事業者（又は１共同事業体）について１件の企画提案のみ受け付けます。 

  ⑤ 様式の行・列の幅は適宜変更または追加しても問題ありません。 

 

６．質問書の提出（任意） 

 本業務に関する質問の受付及び回答は、次のとおりです。 

⑴ 質問の受付 

  ① 期限 

令和８年７月 24日（金）午後５時まで 

② 提出方法 

質問書（様式６号）に記入のうえ、電子メール（shisetsuseibi@city.sammu. 

lg.jp）へ提出してください。 

メールのタイトルは「【会社名】包括管理業務プロポーザル質問」としてくださ

い。 

⑵ 質問の回答 

競争上の地位その他正当な権利を害するおそれのあるものを除き、令和８年７月 29

日（水）までに本市ホームページで公表します。回答の公表をもって、本要領の修正又

は追加として、本要領と同様に扱うものとします。受付期間中であっても、整理できた

ものから随時公表する予定です。 

   なお、質問は原文のまま公表しますので、アイディア保護等の観点から公表に支障の

ある内容についてはご注意ください。質問者の所属氏名等は公表しません。また、単な

る意見の表明と解されるものについては回答しないことがあります。 

 

７．参加申込書等の提出 

本プロポーザルへの参加を希望する事業者（以下「参加事業者」という。）は、次の通り

必要書類を提出してください。 

⑴ 提出期限 

令和８年７月 31日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着） 

⑵ 受付時間 

午前８時 45 分から午後５時まで（土・日、祝日等は除く。） 
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⑶ 提出書類 

様式

番号 
提出書類 備考 

１号 公募型プロポーザル参加表明書  

２号 共同事業体構成届出書 共同事業体のみ 

３号 事業者（会社）概要等 

参加事業者の概要を紹介したパンフレッ

トがあれば提出してください。〔任意 提

出〕 

４号 同種又は類似業務受託実績書  

※共同事業体の場合は、様式３号について構成員の分も提出願います。 

⑷ 提出方法 

   持参、郵送、電子メールのいずれかによる。 

・郵送の場合は配達されたことが証明できる方法とし、封筒等の表面に「山武市公共

施設等包括管理業務委託プロポーザル参加申込書在中」と記載してください。 

   ・電子データのフォーマットはＰＤＦファイルとしてください。 

・電子メールのタイトルは「【会社名】山武市公共施設等包括管理業務委託プロポー

ザル参加申込書」としてください。 

⑸ 提出部数 

   各１部 

⑹ 提出先 

   「15．事務局」に同じ 

⑺ 参加資格審査及び結果通知 

提出書類に基づき、本要項に掲げる参加資格を満たしているかを審査し、その結果を

電子メール等で通知します。 

  ※電話等による問い合わせは、受け付けないものとします。 

 

８．企画提案書等の提出 

 参加資格を満たしていると本市が認めた事業者（以下「企画提案事業者」という。）は、

次のとおり企画提案書等を提出してください。 

⑴ 提出期限 

令和８年８月 21日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着） 

⑵ 受付時間 

午前８時 45 分から午後５時まで（土・日、祝日等は除く。） 

⑶ 提出書類 

   A4 版フラットファイル等に綴り、企画提案書（縦・横、片面・両面印刷どちらでも

構いません。）には頁番号を振ってください。A3 版が含まれる場合は、外 3つ折り（Z

折り）で綴じこんでください。  
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様式

番号 
提出書類 備考 

５号 企画提案書表紙  

- 企画提案書  

- 参考見積書 ・代表者印を押印してください。 

⑷ 提出方法 

  ① 持参又は郵送 

    郵送の場合は配達されたことが証明できる方法とし、封筒等の表面に「山武市公共

施設等包括管理業務委託プロポーザル企画提案書在中」と記載してください。 

  ② 電子メール 

電子メールでも提出してください。 

・データのフォーマットはＰＤＦファイルとしてください。 

・添付データ容量が 10メガバイトを超える場合は、受信できませんのでご注意く

ださい。 

・電子メールのタイトルは「【会社名】山武市公共施設等包括管理業務委託プロポ

ーザル企画提案書」としてください。 

⑸ 提出部数 

   正本１部、副本６部 

⑹ 提出先 

   「15．事務局」に同じ 

 

９．企画提案書及び参考見積書の作成要領 

 企画提案書及び参考見積書は、以下に示す項目及び記載内容に基づき、可能な限り具体的

に記載してください。 

[企画提案書の構成] 

項目 記載内容 

１.基本事項 

 ①基本的な考え方 ・本市の施設の維持管理の動向や対象となる施設の特色を

踏まえた包括管理業務の導入効果など、本業務に対する基

本的考え方を記載してください。 

 ②専門知識、ノウハウ等 ・業務遂行に必要な知見、専門知識、ノウハウの有無を踏

まえ、その内容を記載してください。 

２.実施体制・実績及び業務開始までの準備 

 ③実施体制・実績及び人

員配置等 

・実績については、事前提出済みの「同種又は類似業務受

託実績書」を参照します。 

・平常時の業務実施体制（組織・指揮命令系統、巡回点検

業務を含む職務分担、配置人員数、人員の配置場所等）に

ついて記載してください。 
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・巡回点検の実施内容・頻度等について具体的に記載して

ください。 

・総括責任者（候補者）の業務実績及び保有資格、業務責

任者及び業務担当者に求められると考える資質・資格につ

いて記載してください。 

・再委託する予定（必要性）がある場合は、委託先及び業

務内容を記載してください。 

・共同事業体の場合、その業務分担を記載してください。 

④業務開始までの準備 ・包括管理業務開始までの事務スケジュールを記載してく

ださい。 

・準備段階において必要な業務等を記載してください。 

３.市内事業者の活用・支援 

 ⑤市内事業者の協力体

制・活用方法等 

・市内事業者との協力体制を構築するための工夫について

記載してください。 

・市内事業者（山武市内に本社又は営業所等を有する事業

者）を現行水準と同等かそれ以上の水準で活用するための

具体的な提案を記載してください。 

⑥市内事業者への支援 ・市内事業者の業務の効率化に関する支援策について記載

してください。 

・修繕方法、技術、知識、ノウハウ等の提供に関する支援

策について記載してください。 

４.業務の実施内容 

 ⑦事業者選定方法 ・再委託等の事業者選定における価格の妥当性、選定の公

平性を担保するための方策について記載してください。 

⑧業務の品質・効率性及

び負担軽減効果 

・保守点検等業務の委託等の業務フローを記載してくださ

い。また、保守点検業務の品質及び効率性を維持向上させ

るための考え方や手法を記載してください。 

・修繕業務の優先度の決定方法を含めた業務フローを記載

してください。また、修繕業務を予算の範囲内で計画的に

実施していくための考え方や手法を記載してください。 

・軽微な修繕等の範囲・内容及び施設所管課等職員の負担

軽減効果について記載してください。 

⑨情報管理及び業務の導

入効果 

・施設情報の管理及び共有のための工夫（包括管理システ

ムの導入や図面のデータ化等）について記載してくださ

い。 

・包括管理担当課や施設所管課職員への研修の実施等、包

括管理業務の導入効果を向上させるための具体的な提案を

記載してください。 
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５.不具合通報等への対応 

 ⑩不具合等の通報窓口及

び緊急時の対応 

・不具合等が発生した場合の通報窓口の体制について具体

的に記載してください。 

・事故や緊急修繕発生時の対応方針と業務フロー、大規模

災害発生時における業務継続体制について記載してくださ

い。 

６.独自提案 

 ⑪独自提案 ・本業務において、仕様書（案）に規定する業務以外に、

どのような業務を追加で実施しようと考えているか、ま

た、貴社ならではのノウハウや強みをどのように活用する

ことを考えているかを記載してください。ただし、提案金

額内で実施可能な提案としてください。 

・その他、特にアピールしたい点があれば自由に記載して

ください。 

 

10．提案上限額 

 参考見積書及び以下に示す⑴から⑶に係る業務ごと及び年度ごとの金額がわかる積算内訳

表を提出してください。積算内訳表における業務ごとの見積額が、⑴から⑶の業務ごとの想

定金額を超えることは差し支えありませんが、５年間総額の提案上限額を超える提案を行っ

た場合は、失格とします。 

なお、参考見積額の算出にあたっては経費変動（物価・人件費等の上昇、税率改定等）を

含めず、発生時に協議するものとします。 

 ５年間総額 年度ごとの想定額  

提案上限額 1,200,000,000 円 240,000,000 円  

⑴保守点検等業務 750,000,000 円 150,000,000 円  

⑵修繕業務 160,000,000 円 32,000,000 円  

⑶マネジメント 

業務 

290,000,000 円 58,000,000 円 次の項目の内訳を記載してくだ

さい。 

①現地人件費（役職、役割別） 

②管理センター費用（事務所賃

料、自動車賃借料等） 

③マネジメントシステム費用

（導入費用、ランニング費用

等） 

④その他付加価値提案費用 

⑤一般管理費（管理に関する諸

経費） 

（消費税及び地方消費税を含む。） 
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11．企画提案の審査及び優先交渉権者の決定 

⑴ 審査の方法 

本市が設置する「山武市公共施設等包括管理業務プロポーザル審査会」が、企画提案

書及びプレゼンテーションの内容について、次に示す審査項目及び配点に基づいて審査

を行います。 

⑵ 審査項目及び配点 

   審査点合計：600 点＝500 点（100 点×５名）＋100 点（見積） 

評価項目 配点 

基本事項 5 点×5名 

実施体制・実績及び業務開始までの準備 10 点×5名 

市内事業者の活用・支援 20 点×5名 

業務の実施内容 40 点×5名 

不具合通報等への対応 10 点×5名 

独自提案 5 点×5名 

プレゼンの内容 10 点×5名 

見積額（マネジメント経費） 100 点 

【見積額評価の算定式】 

   その者の点数＝50 点（基礎点）＋｛１-（その者の提案額÷290,000,000 円）｝×係数 

※最低提案額の者が満点（100 点）になるよう係数を設定する。 

※係数の算出においては、小数点以下第３位を切り捨て、点数の算出においては、小

数点第３位を四捨五入します。 

※見積書の金額が、提案内容に沿っていないもの、不当に廉価であると選定委員会で

判断された者は評価を行わない。 

⑶ プレゼンテーション 

  ① 実施日時 

    令和８年８月 27 日（木）又は 28 日（金）詳細は別途通知 

  ② 出席者 

    ３名以内 

  ③ プレゼンテーション及び審査 

     企画提案書の内容について、30 分以内（準備及び撤去の時間含まず）で説明して

ください。その後、15分程度の質疑を予定しています。 

  ④ その他 

プレゼンテーションの際、パワーポイント等を使用することができます。プロジェ

クタ ー、ケーブル（ＨＤＭＩ等）、スクリーンは市で準備しますが、パソコンは各自

で準備願います。 

⑷ 優先交渉権者の選定 

選定委員会による審査により順位を決定し、最高順位の事業者を優先交渉権者とし 

て選定します。 
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ただし、審査点合計が審査項目に基づく合計点の６割に満たない事業者は、優先交渉

権者として選定しません。 

なお、審査点合計が同点の企画提案者が２者以上ある場合は、審査項目の「見積額

（マネジメント経費）」を除いた審査点合計が高い企画提案者を上位とします。 

⑸ 次順位交渉権者の地位 

選定委員会による審査により、第２位となった事業者を次順位交渉権者とします。な

お、次順位交渉権者の地位は、優先交渉権者との契約が締結されるまでの間、保持する

ものとし、詳細協議において優先交渉権者と合意に至らなかったとき、又は優先交渉権

者が辞退したときは、次順位交渉権者が優先交渉権者に繰り上がるものとします。 

⑹ 審査結果の通知 

審査結果は、令和８年９月上旬に、全ての企画提案事業者に書面で通知します。 

⑺ 優先交渉権者の決定及び公表 

市は、選定委員会の審査結果等を踏まえて優先交渉権者を決定し、市のホームページ

で優先交渉権者及び次順位交渉権者の名称等を公表します。 

なお、優先交渉権者の地位は、原則、本業務に係る契約を締結するまでの間、保持す

るものとします。ただし、その期間は令和９年３月３１日までとします。 

⑻ その他 

審査の経緯及び審査内容に関する問合せには応じません。また、審査結果に対する異

議の申し立ては受け付けません。 

 

12．契約に関する事項 

⑴ 基本協定の締結 

優先交渉権者決定後、本市と優先交渉権者は、契約締結に向けた双方の義務など、本

業務の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を締結します。 

⑵ 契約締結前の詳細協議 

① 優先交渉権者は、提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、

本市との随意契約に向けた詳細協議を行う必要があります。 

② 優先交渉権者は、上記の詳細協議を踏まえ、改めて見積書を本市に提出してくださ

い。 

ただし、この時に提示する見積額は、原則として、企画提案時に提出した参考見積

書の見積額（総額）を上回ることはできないものとします。 

⑶ 契約締結 

① 前項の詳細協議が整い次第、本市と優先交渉権者とは、令和９年３月を目途に、随

意契約により契約を締結します。ただし、詳細協議において双方が合意に至らない場

合は、次順位交渉権者と協議の上、契約を締結する場合があります。 

② 契約締結までの間に、優先交渉権者及び次順位交渉権者が本要項の３に掲げる参加

要件を満たさなくなった場合は、契約は締結しません。 

③ 契約書の作成に要する費用は、優先交渉権者の負担とします。 
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13．失格要件 

 次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

  ① 提案上限額（総額）を超える提案を行った場合 

  ② 参加資格要件を満たさない又は満たさなくなった場合 

  ③ 企画提案書等の提出方法、提出期限等を守らない場合 

  ④ プレゼンテーションに参加しなかった場合 

⑤ 提出書類及びプレゼンテーションの内容等について、虚偽、不正等があることが明

らかになった場合 

⑥ 他の参加事業者及び企画提案事業者と応募内容について相談するなど、公平、公正

なプロポーザルの実施を阻害したと本市が認めた場合 

⑦ その他、提案にあたり著しく信義に反する行為、あるいは不適切な行為があった場     

   合 

 

14．その他 

⑴ 本プロポーザルの参加検討から業務開始に至るまでに要する一切の費用は、参加事 

業者及び企画提案事業者の負担とします。 

⑵ 提出書類の著作権は、参加事業者に帰属するものとします。ただし、本市は、本プ 

ロポーザルの結果の公表など本市が必要と判断した場合には、参加事 業者及び企画提

案事業者の了承を得た上で、応募書類の全部又は一部を無償で使用できるものとしま

す。 

⑶ 提出書類は、山武市情報公開条例に規定する「行政文書」として、同条例に基づく 

開示請求の対象となります。ただし、企業ノウハウに関することなど参加事業者及び

企画提案事業者が知的財産と認める情報については、開示しないものとします。ま

た、情報の開示は、原則として本プロポーザルによる優先交渉権者決定後とします。 

⑷ 本プロポーザルへの参加申込を取り下げる場合は、速やかに文書でその旨を通知し 

てください。（文書は任意様式としますが、代表者印の押印が必要です。） 

⑸ 本要領を含め、本市から提供された資料を他の目的で使用すること及び他者への提

供等を禁止します。 

 

15. 事務局（参加申込み、 その他問合せ） 

山武市総務部資産経営課 

行財政改革推進室：深澤・椎名 

郵便番号：２８９－１３９２ 

住  所：千葉県山武市殿台２９６番地（山武市役所本庁舎新館２階） 

電  話：０４７５－８０－１１６９ 

Ｆ Ａ Ｘ：０４７５―８２―２１０７ 

メ ー ル：shisetsuseibi@city.sammu.lg.jp 


